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○工事請負業者選定事務処理要領（昭和41年12月23日付け建設省厚第76号）

改 正 後 現 行

（一般競争参加資格の資格審査申請書等） （一般競争参加資格の資格審査申請書等）

第５ （略） 第５ （略）

２ （略） ２ （略）

一～七 （略） 一～七 （略）

八 納税証明書の写し（以下略） 八 納税証明書の写し（以下略）

九 総合評定値通知書の写し 九 総合評定値通知書の写し

（告示第一の四の１（一）に規定する雇用保険（以下「雇用保険」とい

う。）、（二）に規定する健康保険（以下「健康保険」という。）及び（三）に

規定する厚生年金保険（以下「厚生年金保険」という。）の加入状況がいずれも

「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書におい

て雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当

該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値

通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類）

３ 申請者がインターネットを使用して申請する場合は、第１項及び第２項の規 ３ 申請者がインターネットを使用して申請する場合は、第１項及び第２項の規

定にかかわらず、申請案内ホームページからダウンロードして得た入力プログラ 定にかかわらず、申請案内ホームページからダウンロードして得た入力プログラ

ムを用いて、資格審査申請用データを別添の入力画面上において作成し、送信さ ムを用いて、資格審査申請用データを別添の入力画面上において作成し、送信さ

せ、建設業法第27条の29第１項の総合評定値の通知を受けていることの確認及び せ、建設業法第27条の29第１項の総合評定値の通知を受けていることの確認及び

前項第八号に掲げる書類の提出をもって申請を受け付けるものとする（雇用保 前項第八号に掲げる書類の提出をもって申請を受け付けるものとする。（以下

険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」 略）

となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は

厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について

「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証する書類を併

せて提出するものとする。）。（以下略）

（指名競争参加資格） （指名競争参加資格）

第15 部局長は、会計規則第36条第１項の規定により指名競争に参加する者に必 第15 部局長は、会計規則第36条第１項の規定により指名競争に参加する者に必

要な資格を定めるときは、一般競争参加資格と同一に定めるものとする。 要な資格を定めるときは、一般競争参加資格と同一に定めるものとする。


